
 

 

 

 

 

 

「住宅市街地の開発整備の方針」の改定案及び都市計画審議会への付議について 

 

１ 報告の概要 

前回、令和３年８月13日のまちづくり環境委員会で、東京都が作成した「住宅市街地の

開発整備の方針」の改定原案の報告を行っている。東京都は本方針改定に向けて、今回一

部地区を追加した上で改定案を作成した。 

改定案と今後の都市計画審議会へ付議するスケジュールについて報告する。 

 

２ 都市計画上の位置付け 

 

 

 

 

 

 
 

 

３ 原案からの変更点 

「大.28石川町二丁目地区」（公社住宅の建替事業地区）が原案から追加された。 

（別紙１及び別紙２のとおり） 

 

４ 今後のスケジュール 

 令和４年 ８月：大田区都市計画審議会 

 令和４年 ９月：東京都都市計画審議会 

 令和４年１０月：都市計画決定の告示（東京都） 

 

まちづくり環境委員会 

令和４年７月 15 日 

まちづくり推進部 資料 10 番 

所管  都市計画課 

（令和４年６月改定） 

（令和３年３月改定） 



 

 

【変更なし】大.26羽田地区 

【変更なし】大.25大森中・糀谷・蒲田地区 

【変更なし】大.14蒲田二・三丁目地区 

【一部変更】大.22大森北一・山王二丁目地区 

【削除】大.7大森東・大森南地区 138ha 

・木造住宅密集地域整備促進事業終了による 

【変更なし】大.27補助 29号線沿道地区 

住宅市街地の開発整備の方針 位置図 

【変更なし】大.20蒲田四丁目地区 

【一部変更】大.21蒲田・西蒲田地区 

【変更なし】大.24大森西四丁目地区 

【変更なし】大.23南馬込三丁目地区 

【変更なし】大.13環状７号線大田地区 

【変更なし】大.15環状８号線大田地区 

重点地区 

   【変更なし・一部変更】(11地区)    

【削除】(1地区) 

    【新規追加】(1地区) 

別紙１ 

【新規追加】大.28石川町二丁目地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

住宅市街地の開発整備の方針 新規追加地区図 

別紙２ 

中原街道 

呑川 

重点地区 

都市計画道路等未整備 

都市計画道路等整備済 

公社住宅建替事業 
（事業中） 


